
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
（
5
万
円
）

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、

影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
し
、
児
童
一
人
当
た
り
5
万
円

の
特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す

I
こ
ど
も
支
援
課　

J
(32)
6
4
1
6

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
研
修
会

A
10
月
31
日
㈫　

13
時
30
分
〜
15
時

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　

3
階
会
議
室
2

C
40
歳
以
上
で
初
受
講
の
方

F
20
人　

申
し
込
み
順

H
I
前
日
ま
で
に
電
話
で　

社
会
福
祉
協
議
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー　

J
(84)
6
4
8
1

ふ
れ
あ
い
収
集

日
頃
の
ご
み
出
し
が
困
難
な
方
を
週
1
回
訪
問

し
、
ご
み
な
ど
の
収
集
や
安
否
確
認
を
行
い
ま

すC
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
●
介
護
保
険

制
度
に
よ
る
要
支
援
1
〜
要
介
護
度
5
に
認
定

さ
れ
て
い
る
●
身
体
障
害
者
手
帳
に
よ
る
1
〜

3
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
●
療
育
手
帳
に
よ

る
障
害
程
度
「
A
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
●

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
に
よ
る
障
害
程
度

1
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
●
同
居
者
が
い
る

場
合
で
も
同
居
者
も
前
記
基
準
を
満
た
し
て
い

る

 

収
集
対
象 

燃
や
せ
る
・
燃
や
せ
な
い
ご
み
、
缶
・

び
ん
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
紙
パ
ッ
ク
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
、
紙
類

H
I
ゼ
ロ
ご
み
推
進
課
（
HP
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）、
介
護
福
祉
課
、
障
が
い
福
祉
課
で
配
布

の
申
請
書
と
各
種
手
帳
の
写
し
を
直
接
ま
た
は

郵
送
、
E
メ
ー
ル
で　

〒
059
‐
1
3
6
4　

宇

沼
ノ
端
2
‐
25　

ゼ
ロ
ご
み
推
進
課　

J
(55)

5
4
0
1　

Mzerogom
i@
city.tom

ako
m
ai.hokkaido.jp　

※
障
が
い
福
祉
課
に
設

置
の
受
付
箱
で
も
可

高
齢
者
交
通
安
全
運
転
体
験
会

A
10
月
13
日
㈮　

13
時
30
分
か
ら

B
中
野
自
動
車
学
校

C
65
歳
以
上
の
運
転
免
許
所
有
者

F
5
人　

申
し
込
み
順

G
運
転
免
許
証

H
I
10
月
11
日
㈬
ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で　

市
民
生
活
課　

J
(32) 

6
2

8 

7　

Msim
inseikatu@

city.tom
akom

ai.
hokkaido.jp

在
宅
介
護
者
の
集
い

A
10
月
25
日
㈬　

9
時
45
分
〜
26
日
㈭　

12
時

（
日
帰
り
は
25
日
14
時
20
分
ま
で
）

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
ホ
テ
ル
ゆ
も
と
登
別

C
市
内
在
住
で
家
族
を
在
宅
介
護
し
て
い
る
方

E
4
千
円
（
日
帰
り
500
円
）
当
日
納
入

F
15
人
（
日
帰
り
10
人
）
申
し
込
み
順

H
I
10
月
4
日
㈬
〜
11
日
㈬
に
電
話
で　

社
会

福
祉
協
議
会　

J
(32)
7
1
1
1
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